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ガンホー、警視庁とサイバー犯罪に対する共同対処の 

協定締結に関するお知らせ 

～サイバー犯罪の認知・被害拡大防止に努めてまいります。～ 

 

 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（東京都千代田区、以下「ガンホー」）は、本日、警

視庁におきまして、警視庁とオンラインゲーム事業者によるサイバー犯罪に対する共同対処協定を締

結しましたので、お知らせいたします。 

 

インターネットの世界では、利用者の増加に伴い、他人の IDやパスワードを盗み取るサイバー犯罪

(主にアカウントハッキングや企業サーバへの不正侵入)が増加しており、予断を許さない状況になっ

ております。 

ガンホーでは不正アクセス対策として、業界に先駆けてユーザーの情報保護を目的にワンタイムパ

スワードを導入し、不正アクセス対策の重要性を業界各社に押し広め、業界全体の被害防止・意識向

上に努めるとともに、警察機関へ攻撃者のデータを提供するなどしてまいりました。 

 

今後、警視庁とガンホーでは、官民一体となって、今までよりも迅速かつ正確な通報体制を構築し、

不正アクセスのみならず、更なるサイバー犯罪の早期解決と抑制につなげ、ユーザーが安心して利

用できる安全な環境を提供することで、健全な市場形成と成長を目指してまいります。 

 

 

【本リリースに関する報道関係の皆様からのお問合せ先】  

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社  

IR・企業広報課 一松 TEL：03-6895-1662                               以 上 

 


